
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年５月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年２月２４日 １６時０５分ごろ 

発生場所 長崎県新上五島町中通
なかどおり

島西方沖（若松瀬戸） 

 関
せっ

掛
かけ

瀬北方灯標から真方位００９°１,７５０ｍ付近 

（概位 北緯３２°５２.４′ 東経１２９°０２.４′） 

事故の概要  旅客船五島
ご と う

は、若松瀬戸を北進中、浅所に乗り揚げた。 

 五島は、プロペラ翼の曲損等を生じた。 

事故調査の経過 令和２年３月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 五島、９.７トン 

 ２９２－２７０１３長崎、個人所有 

 １１.９０ｍ（Lr）×３.３４ｍ×１.１０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、４８５kＷ（合計）、昭和６０年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 ６２歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成５年３月１８日 

  免許証交付日 平成２８年１１月１６日 

         （令和４年２月１８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ翼及び舵軸に曲損、船尾船底に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 ３～４m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、旅客２人を乗せ、長崎県五島列島

の教会などを周遊する目的で、令和２年２月２４日１２時５５分ごろ

同県五島市福江港を出港した。 

 船長は、操舵室右舷側の操縦席に腰を掛け、約２０ノット（kn）の

速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵により操船に当たり、五島

市久賀
ひ さ か

島や同市奈留
な る

島の教会等を周遊した後、本船を旅客の下船地で

ある新上五島町若松
わかまつ

港に向けて若松瀬戸を北進させた。 

船長は、関掛瀬北方灯標の西方を通過して間もなく、数百メートル

前方に漂泊中の２隻の釣り船を認め、１００ｍくらい離して航行すれ
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ば安全に通過することができると思い、釣り船との距離を目視により

判断し、右舵を取って釣り船の東方を通過しようとしたところ、１６

時０５分ごろ、本船の船体後部に衝撃を受けた。 

船長は、本船が浮流物に接触したと思い、機関を中立運転として付

近を見渡したものの、浮流物を発見できず、旅客の負傷、船体外板の

損傷及び機関室等の浸水の有無を確認して異常を認めなかったので、

航行を開始したところ、舵が効かず、機関の回転数を上げると船体に

振動を認め、両舷主機の操縦レバーを適宜操作して約３～４kn の速

力で若松港に入港した。 

船長は、桟橋で旅客を下船させた後、再度船体の損傷等の確認を行

ったが、異常を認めず、定係港である五島市奈留島港に向け若松港を

出港し、約１０kn の速力で航行して船体に衝撃を受けた場所付近に

至り、浮流物がないか行きあし状態で確認していたとき、客室後部の

床に浸水を認めた。 

船長は、付近に浅所が存在することを思い出し、右舵を取って釣り

船を避けた際に浅所に接触したと思い、航行を続けて奈留島港の桟橋

に着岸後、本事故の発生を運航管理者に報告し、ビルジポンプで排水

を開始したが、浸水量が増加してきたので不安になり１１９番通報し

た。 

本船は、船長及び消防署員による排水作業が実施された後、僚船に

横抱きされて近隣の造船所に向かい、上架された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

 船長は、ふだん若松瀬戸の中央部を航行しており、同瀬戸を数十回

航行した経験があり、本事故時、天気が良く、視界も良好であり、目

視のみで見張りをしておけば大丈夫と思い、ＧＰＳプロッターを休止

状態としていた。 

 船長は、ＧＰＳプロッターに暗岩などの危険な浅所が×印で表示さ

れていたので、ＧＰＳプロッターを作動させて画面を確認していれ

ば、浅所の存在に気付くことができたと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、ＧＰＳプロッターを休止状態として若松瀬戸を北進中、船

長が、前方の２隻の釣り船を避ける際、浅所の存在を失念したまま右

舵を取って航行したことから、浅所に向かう針路となっていることに

気付かず、浅所に乗り揚げたものと推定される。 

 船長は、目視のみで見張りをしておけば大丈夫と思い、ＧＰＳプロ

ッターを休止状態としていたことから、浅所の存在を失念したまま右
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舵を取って航行したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、ＧＰＳプロッターを休止状態として若松瀬戸を

北進中、船長が、前方の２隻の釣り船を避ける際、浅所の存在を失念

したまま右舵を取って航行したため、浅所に向かう針路となっている

ことに気付かず、浅所に乗り揚げたものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、慣れた海域であっても、ＧＰＳプロッターを活用して浅

所、船位及び針路を確認すること。 

・船長は、船舶事故が発生した際は、速やかに海上保安庁に通報す

ること。 

・船長は、船体に衝撃を受けた際は、船体外板の損傷及び機関室等

の浸水の有無の確認を厳重に行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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